
（事務関係職種）

 うち  うち
 時間外手当  時間外手当

(Ａ) (Ｂ) (Ａ-Ｂ) (Ａ) (Ｂ) (Ａ-Ｂ)

歳 円 円 円 歳 円 円 円

支 店 長 54.0 792,504 14,985 777,519 54.0 808,561 17,577 790,984

事 務 部 長 51.6 770,292 3,524 766,768 51.7 822,265 3,838 818,427

事 務 部 次 長 50.0 693,284 2,489 690,795 50.6 740,128 1,767 738,361

事 務 課 長 47.6 643,508 12,347 631,161 47.7 677,864 12,456 665,408

事 務 課 長 代 理 44.2 540,926 52,771 488,155 44.9 551,022 50,672 500,350

事 務 係 長 43.1 496,899 57,890 439,009 44.0 522,907 62,360 460,547

事 務 主 任 39.8 447,265 61,307 385,958 40.8 467,139 71,090 396,049

事 務 係 員 37.1 394,782 49,599 345,183 38.1 412,976 56,424 356,552

（技術関係職種）

 うち  うち
 時間外手当  時間外手当

(Ａ) (Ｂ) (Ａ-Ｂ) (Ａ) (Ｂ) (Ａ-Ｂ)

歳 円 円 円 歳 円 円 円

工 場 長 56.2 * 828,990 3,339 825,651 － － － －

技 術 部 長 52.3 767,017 7,679 759,338 52.7 817,373 9,882 807,491

技 術 部 次 長 51.9 706,735 8,926 697,809 52.5 736,937 8,742 728,195

技 術 課 長 47.9 649,920 25,692 624,228 48.2 689,800 27,104 662,696

技 術 課 長 代 理 44.4 564,648 46,161 518,487 42.4 587,319 34,688 552,631

技 術 係 長 43.1 517,751 71,383 446,368 42.5 605,329 85,588 519,741

技 術 主 任 40.1 485,928 63,508 422,420 41.0 540,111 64,166 475,945

技 術 係 員 34.9 399,529 53,201 346,328 35.8 433,251 62,133 371,118

職　　　　　　　種

規　模　計（100人以上）

平均
年齢

 きまって支給
 する給与

所定内給与

1,000 人 以上

所定内給与

規　模　計（100人以上）

(注)１　*印のあるものは、調査実人員が20人以下であることを示す。
　　 ２　「中間職(部長-課長間)」とは、部長と課長の両方がいる場合で、役職、職能資格又は給与上の等級(格付)から職責が部長と課長の間に位置付けられる者をいう。

第３表　職種別、企業規模別　平均年齢及び平均給与月額

(注)１　*印のあるものは、調査実人員が20人以下であることを示す。
　　 ２　「中間職(部長-課長間)」とは、部長と課長の両方がいる場合で、役職、職能資格又は給与上の等級(格付)から職責が部長と課長の間に位置付けられる者をいう。

平均
年齢

職　　　　　　　種

1,000 人 以上

平均
年齢

 きまって支給
 する給与

所定内給与
 きまって支給
 する給与

平均
年齢

 きまって支給
 する給与

所定内給与



 うち  うち
 時間外手当  時間外手当

(Ａ) (Ｂ) (Ａ-Ｂ) (Ａ) (Ｂ) (Ａ-Ｂ)

歳 円 円 円 歳 円 円 円

54.4 * 699,678 0 699,678 － － － － 構成員50人以上の支店(社)の長

51.6 678,544 2,970 675,574 51.5 671,419 2,808 668,611
２課以上又は構成員20人以上の部の長
職能資格等が同等と認められる部の長及び部長級専門職

49.3 639,611 3,316 636,295 51.0 602,064 1,516 600,548
上記部長に事故等のあるときの職務代行者
職能資格等が同等と認められる部の次長及び部次長級専門職
中間職（部長－課長間）

47.4 564,012 12,097 551,915 48.4 509,302 13,443 495,859
２係以上又は構成員10人以上の課の長
職能資格等が同等と認められる課の長及び課長級専門職

43.5 529,986 55,045 474,941 47.7 512,882 49,976 462,906
上記課長に事故等のあるときの職務代行者、課長に直属し部下に
係長等の役職者を有する者、課長に直属し部下４人以上を有する
者、職能資格等が同等と認められる課長代理及び課長代理級専門
職、中間職（課長－係長間）

41.3 444,579 48,898 395,681 46.1 428,747 45,267 383,480 係の長及び係長級専門職

37.8 406,881 41,429 365,452 41.6 357,291 32,145 325,146
係長等のいる事業所における主任、係長等のいない事業所におけ
る主任のうち課長代理以上に直属し部下を有する者、係長等のいな
い事業所において職能資格等が同等と認められる主任、中間職（係
長－係員間）

35.6 366,561 39,014 327,547 37.4 318,925 25,651 293,274

 うち  うち
 時間外手当  時間外手当

(Ａ) (Ｂ) (Ａ-Ｂ) (Ａ) (Ｂ) (Ａ-Ｂ)

歳 円 円 円 歳 円 円 円

56.2 * 828,990 3,339 825,651 － － － － 構成員50人以上の工場の長

51.3 660,041 3,001 657,040 49.1 654,471 31,065 623,406
２課以上又は構成員20人以上の部の長
職能資格等が同等と認められる部の長及び部長級専門職

50.1 612,379 9,501 602,878 51.1 * 639,945 35,681 604,264
上記部長に事故等のあるときの職務代行者
職能資格等が同等と認められる部の次長及び部次長級専門職
中間職（部長－課長間）

47.4 561,342 22,557 538,785 46.8 494,953 27,696 467,257
２係以上又は構成員10人以上の課の長
職能資格等が同等と認められる課の長及び課長級専門職

46.7 538,630 59,328 479,302 42.9 * 530,849 78,791 452,058
上記課長に事故等のあるときの職務代行者、課長に直属し部下に
係長等の役職者を有する者、課長に直属し部下４人以上を有する
者、職能資格等が同等と認められる課長代理及び課長代理級専門
職、中間職（課長－係長間）

43.6 429,565 57,080 372,485 43.0 423,738 50,664 373,074 係の長及び係長級専門職

39.0 407,517 62,556 344,961 36.4 371,647 44,438 327,209
係長等のいる事業所における主任、係長等のいない事業所におけ
る主任のうち課長代理以上に直属し部下を有する者、係長等のいな
い事業所において職能資格等が同等と認められる主任、中間職（係
長－係員間）

33.6 357,489 42,066 315,423 32.5 337,110 34,205 302,905

第３表　職種別、企業規模別　平均年齢及び平均給与月額

平均
年齢

所定内給与
 きまって支給
 する給与

　 ３　「中間職(課長-係長間)」とは、課長と係長の両方がいる場合で、役職、職能資格又は給与上の等級(格付)から職責が課長と係長の間に位置付けられる者をいう。
　 ４　「中間職(係長-係員間)」とは、係長と係員の両方がいる場合で、役職、職能資格又は給与上の等級(格付)から職責が係長と係員の間に位置付けられる者をいう。

100 人 以上  1,000 人 未満

　 ３　「中間職(課長-係長間)」とは、課長と係長の両方がいる場合で、役職、職能資格又は給与上の等級(格付)から職責が課長と係長の間に位置付けられる者をいう。
　 ４　「中間職(係長-係員間)」とは、係長と係員の両方がいる場合で、役職、職能資格又は給与上の等級(格付)から職責が係長と係員の間に位置付けられる者をいう。

【参考】  50 人 以上  100 人 未満

平均
年齢

 きまって支給
 する給与

所定内給与

100 人 以上  1,000 人 未満

 きまって支給
 する給与

所定内給与

【参考】  50 人 以上  100 人 未満

所定内給与
 きまって支給
 する給与

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考

平均
年齢

平均
年齢


